	
	
	
	　　　　　　　　　　 No.　

	
	
	
	学生証番号：　　　　　　　　　　　　　　　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	学校法人立命館　ＴＡ雇用契約書

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　学校法人立命館（以下「甲」という。）と
	
	
	
	　

	学　生　氏 名
	 　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）とは、

	　以下のとおり契約を締結し、互いに誠実にこれを履行する。
	
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	①勤務部課 ／
	経済学部事務室
	年　月　日～　　年　月　日

	雇用期間
	
	（採用部課記入）

	
	
	

	②作業内容
	教育補佐
	　
	　
	　
	　
	　

	③就業時間
	甲により、勤務する時間を指定する。 ただし、週実働15時間以内とし、深夜労働は命じない。これに加え、勤務部課ごとに就業時間の制限を設けることがある。

	④休　　　日
	甲が定める休日とする。
	　
	　
	　
	　

	⑤休　　　暇
	有給休暇はない。
	　
	　
	　
	　

	⑥賃　　　金
	１.　1授業時間（1授業時間90分）および授業前後の作業時間（30分）につき3,000円とする。
２．授業外業務については、1時間あたり1,500円（30分あたり750円）とする。

	⑦交通費
	交通費は支給しない。　ただし、業務によりキャンパス間移動を命じた場合は、

	
	この限りではない。
	　
	　
	　

	⑧給与支払方法
	毎月所定の日に支給する。
	　
	　
	　
	　

	⑨社会保険
	健康保険および年金の適用はない。
	　
	　
	　

	⑩労災保険
	甲の負担により加入する。
	　
	　
	　
	　

	⑪雇用保険
	加入しない。
	　
	　
	　
	　

	⑫守秘義務について
	乙は業務上知り得た個人情報および機密情報は他に漏らしてはならない。

	   
	その職を離れた後も同様とする。
	　
	　
	　

	契約日
	年　月　日（採用部課記入）
	　
	　
	　
	　

	署名 ・ 押印
	　甲　
	京都市中京区西ノ京朱雀町１番地

	　
	　
	
	学校法人立命館
	
	　

	　
	　
	
	総務部人事課長　　辻井　英吾

	　
	　乙　
	住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

	　
	　
	氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　㊞　　　


